
                           

も
つ
者
に
限
っ
て
許
可
す
る
。 

3
、
渡
航
を
許
河
さ
れ
た
者
は
、
計
画
輸
送
に
従
わ
な
け
れ
ば
な 

 

ら
な
い
。 

 

ま
た
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
、
ア
メ
リ
カ
軍
政 

府
は
「
日
本
船
舶
運
営
会
名
瀬
出
張
所
」
の
財
産
を
接
収
し
て
、 

そ
の
全
財
産
と
経
営
権
を
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
に
移
管
し 

た
。 

 

軍
政
府
は
「
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
は
、
海
運
行
政
を
司
る 

と
共
に
船
舶
の
運
営
・
運
行
計
画
を
策
定
し
、
即
時
実
施
せ
よ
」 

と
の
命
令
を
発
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
大
島
支
庁
で
は
、
各
業
務 

も
増
大
し
つ
つ
あ
り
、
定
期
航
路
を
求
め
る
郡
民
の
声
も
高
ま
っ 

て
き
た
の
で
、
政
府
機
関
の
大
改
革
と
大
幅
な
人
事
異
動
を
断
行 

し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
経
済
部
の
中
に
「
海
運
課
」
が
新
設
さ
れ
た
。 

事
務
所
を
名
瀬
町
の
海
岸
に
設
置
し
て
海
運
行
政
と
共
に
、
船
舶 

の
運
航
運
営
業
務
を
開
始
し
た
。 

 

船
舶
は
金
十
丸
・
十
島
丸
・
Ｏ
Ｌ
七
号
・
Ｌ
Ｃ
Ｍ
（
二
隻
）
で
、 

北
は
口
之
島
か
ら
、
南
は
与
論
島
ま
で
島
民
の
足
と
な
っ
て
活
躍 

し
た
。
や
が
て
沖
縄
・
奄
美
間
に
、
Ｌ
Ｓ
Ｔ
六
一
〇
（
上
陸
用
舟 

艇
）、
Ｆ
Ｓ
一
九
五
等
の
船
舶
も
就
航
し
、
さ
ら
に
軍
政
府
が
没 

 

第
十
三
節 

交
通
・
通
信 

一 

海
上
交
通 

 

(一) 

行
政
分
離
と
管
内
海
上
交
通 

 

昭
和
二
十
一
年
二
月
二
日
、
い
わ
ゆ
る
二
・
二
宣
言
に
よ
っ
て 

奄
美
群
島
は
沖
縄
と
と
も
に
日
本
本
土
か
ら
行
政
分
離
さ
れ
、
米 

軍
政
下
に
お
か
れ
た
。 

 

二
月
四
日
、
龍
野
鹿
児
島
県
知
事
は
、
鹿
児
島
駐
在
軍
政
官
バ 

ー
リ
ー
少
佐
、
沖
縄
軍
政
本
部
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
少
佐
と
個
別
会
談
し 

た
が
、
会
談
後
発
表
さ
れ
た
内
容
は
、
本
土
奄
美
間
の
「
海
上
封 

鎖
」
で
あ
り
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

1
、
本
土
・
奄
美
間
の
一
般
旅
行
は
、
こ
の
指
令
の
日
か
ら
禁
止 

 

す
る
。 

2
、
本
土
奄
美
間
を
渡
航
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
永
住
の
目
的
を 

      

収
し
た
「
ヤ
ミ
船
」
の
払
い
下
げ
で
民
間
の
運
送
事
業
も
動
き
出 

し
た
。 

 

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
十
一
月
、
奄
美
群
島
政
府
が
創 

設
さ
れ
て
大
島
支
庁
海
運
課
は
、
群
島
政
府
工
務
部
公
益
事
業
課 

に
吸
収
さ
れ
、
海
運
行
政
は
群
島
政
府
で
、
船
舶
運
営
関
係
は
琉 

球
軍
政
府
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
二
月
、
十
島
村
が
日
本
に
復
帰 

し
、
本
土
と
奄
美
間
の
境
界
線
が
北
緯
三
十
度
か
ら
二
十
九
度
に 

変
更
に
な
っ
た
。
琉
球
軍
政
府
は
、
二
十
九
度
以
南
に
点
在
す
る 

南
西
諸
島
周
辺
水
域
と
公
海
と
の
間
に
境
界
線
を
設
定
し
、
東
西 

南
北
の
境
界
線
の
枞
内
を
「
琉
球
諸
島
水
域
」
と
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
そ
の
枞
内
の
海
面
を
奄
美
・
沖
縄
・
宮
古
・
八
重
山 

の
各
群
島
別
に
分
画
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
区
域
内
船
舶
が
他
区
域
お 

よ
び
公
海
へ
の
出
入
り
を
規
制
す
る
指
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ 

り
漁
船
等
の
公
海
へ
の
出
漁
も
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
航 

行
の
自
由
が
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

奄
美
群
島
水
域
は
、
北
は
二
十
九
度
か
ら
南
は
二
十
七
度
ま
で 

西
側
は
東
経
百
二
十
八
度
二
十
分
と
、
北
緯
二
十
七
度
線
の
結
ぶ 

線
（
与
論
島
の
西
南
西
約
七
キ
ロ
）
か
ら
真
北
に
伸
び
る
線
（
徳 

之
島
の
西
約
六
十
キ
ロ
）
が
境
界
と
な
り
、
東
側
は
喜
界
島
の
東 
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約
六
十
キ
ロ
が
境
界
線
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。 

 
そ
の
結
果
、
徳
之
島
の
真
西
に
あ
る
鳥
島
は
沖
縄
の
水
域
に
な 

り
、奄
美
の
漁
船
が
近
海
に
出
漁
す
る
時
は
許
可
が
必
要
で
あ
り
、 

前
述
の
枞
内
航
海
だ
け
が
自
由
で
、
文
字
ど
お
り
「
閉
ざ
さ
れ
た 

海
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
四
月
、
琉
球
政
府
が
創
立
さ
れ
、 

海
運
行
政
は
琉
球
海
運
局
奄
美
支
局
に
移
さ
れ
て
、
根
拠
法
規
も 

す
べ
て
日
本
法
規
を
準
用
し
て
、
船
舶
法
・
船
員
法
・
船
舶
安
全 

法
・
船
舶
職
員
法
等
に
よ
り
各
種
検
査
・
免
許
試
験
等
が
実
施
さ 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行
政
裁
判
の
機
関
と
し
て
、
琉
球 

海
難
審
判
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
奄
美
海
難
審
判 

委
員
会
も
設
置
さ
れ
た
。 

 

こ
の
こ
ろ
、
名
瀬
港
は
「
特
定
港
」
と
な
り
、
外
国
渡
航
者
の 

東
船
地
に
指
定
さ
れ
て
外
航
船
も
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
来 

た
。
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
・
日
本
海
汽
船
・
三
井
船
舶
・
琉
球 

海
運
・
十
島
村
船
舶
・
中
川
水
産
等
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
船
・
北 

海
道
の
水
産
試
験
船
等
も
寄
港
し
た
。 

 

地
元
船
舶
も
除
々
に
整
備
さ
れ
て
百
七
十
七
隻
と
そ
の
数
だ
け 

は
増
加
し
た
が
、
規
模
も
六
十
ト
ン
以
下
の
木
造
船
で
軍
政
府
が 

没
収
し
た
払
い
下
げ
船
が
多
く
、
老
朽
船
耐
用
年
数
も
二
～
五
年 

      

与
論
―
沖
縄
安
謝
間
に
就
航
さ
せ
た
。 

 

ま
た
、
本
町
で
も
二
十
五
、
六
年
ご
ろ
和
泊
農
協
や
前
田
利
文 

氏
ら
が
前
述
の
ヤ
ミ
船
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
、
沖
永
良
部
―
沖 

縄
間
、
大
島
―
鹿
児
島
間
に
小
型
汽
船
を
就
航
さ
せ
て
い
た
。 

 

二
代
目
、
和
泊
丸
（
十
九
・
五
ト
ン
、
和
泊
農
協
所
有
）
は
昭 

和
二
十
五
年
七
月
購
入
、十
一
月
徳
之
島
ト
ン
バ
ラ
附
近
で
沈
没
。 

 

(二) 

密
航
船
と
密
貿
易 

 

分
離
後
は
、
本
土
と
の
往
来
、
交
易
の
途
が
絶
た
れ
た
た
め
、 

生
活
物
資
が
島
に
ま
っ
た
く
入
ら
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
密
航
船 

が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

密
航
船
は
、
本
土
か
ら
生
活
物
資
を
運
ん
で
来
て
島
の
黒
糖
と 

交
換
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
島
か
ら
も
本
土
向
け
の
密 

航
船
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
船
を
闇や

み

船せ
ん

、
物
資
を
闇 

物
資
と
呼
ん
だ
。
密
航
船
は
五
、
六
ト
ン
の
小
さ
な
漁
船
か
ら
大 

き
い
も
の
で
も
、
四
十
～
五
十
ト
ン
の
発
動
機
付
き
の
漁
船
で 

あ
っ
た
。
北
緯
三
十
度
線
を
通
過
す
る
と
き
は
密
航
取
り
締
ま
り 

船
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
な
か 

を
漁
船
に
見
せ
か
け
、
口
之
島
を
経
由
し
て
鹿
児
島
や
串
木
野
・ 

枕
崎
な
ど
に
密
入
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

と
短
か
っ
た
。（「
軍
政
下
の
奄
美
」
奄
美
郷
土
研
究
会
編
。「
七 

島
灘
を
越
え
て
」
水
野
修
著
） 

 

一
方
、
郡
内
の
企
業
家
に
よ
る
海
運
業
も
開
か
れ
て
い
た
。
昭 

和
二
十
一
年
度
に
有
村
商
事
株
式
会
社（ 

 
 
 
 
 
 
 
 

） 

は
、
木
造
貨
客
船
、
共
運
丸
（
十
五
ト
ン
）・
第
一
南
西
丸
（
六 

十
ト
ン
）
を
建
造
し
て
、
名
瀬
―
亀
徳
―
和
泊
―
知
名
―
与
論
な 

ら
び
に
名
瀬
―
湾
―
早
町
に
就
航
さ
せ
た
の
を
皮
切
り
に
二
十
七 

年
ま
で
、
三
十
ト
ン
～
八
十
ト
ン
の
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
五 

太
洋
丸
、
聯
成
号
を
、
二
十
七
年
に
鋼
鉄
貨
客
船
、
南
州
丸
（
三 

百
三
十
ト
ン
）
を
次
々
建
造
し
、
名
瀬
―
徳
之
島
―
沖
永
良
部
― 

                 

片
道
五
～
七
日
ぐ
ら
い
を
要
し
、
取
り
締
ま
り
船
に
積
み
荷
は 

お
ろ
か
船
も
ろ
と
も
没
収
さ
れ
る
こ
と
や
、
時
化

し

け

に
あ
っ
て
遭
難 

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

当
時
、
島
で
は
戦
時
中
か
ら
の
食
糧
増
産
の
た
め
さ
と
う
き
び 

の
作
付
面
積
が
少
な
く
黒
糖
は
貴
重
品
で
あ
っ
た
。 

 

二
十
四
、
五
年
ご
ろ
の
黒
糖
相
場
は
、
沖
永
良
部
で
一
斤
（
六 

百
グ
ラ
ム
）
十
七
円
、
鹿
児
島
で
二
百
円
、
神
戸
で
四
百
円
、
ま 

た
、
一

丁

い
っ
ち
よ
う

樽
二
千
八
百
円
の
も
の
が
、
神
戸
で
四
万
円
、
大
阪 

で
四
万
五
千
円
と
実
に
二
十
倍
前
後
の
価
格
だ
っ
た
。 

 

密
航
船
は
物
資
だ
け
で
な
く
多
く
の
人
を
も
運
ん
だ
。
運
賃
も 

砂
糖
で
支
払
い
、
積
み
荷
は
二
割
五
分
を
運
賃
と
し
て
船
主
に
支 

払
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
砂
糖
の
高
値
、
ぼ
ろ
も 

う
け
に
目
を
つ
け
闇
商
売
を
す
る
人
も
多
く
な
っ
た
。
耕
作
し
て 

い
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
土
地
を
売
っ
て
黒
糖
を
買
い
一
獲
千
金
を 

夢
見
て
船
出
は
し
た
も
の
の
本
土
で
検
挙
さ
れ
て
積
み
荷
を
没
収 

さ
れ
、
丸
裸
に
な
っ
た
者
。
あ
る
い
は
一
～
二
回
の
冒
険
で
財
を 

な
し
た
者
な
ど
闇
商
人
の
興
亡
浮
沈
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多 

か
っ
た
。 

 

ま
た
闇
商
売
で
な
い
一
般
の
密
航
者
も
多
く
お
り
、
検
挙
さ
れ 

一
ヵ
月
余
り
も
収
監
さ
れ
取
り
調
べ
を
受
け
た
後
、
強
制
送
還
さ 

大
正
十
一
年
、
大
島
軸
、
黒
糖 

等
の
製
造
卸
問
屋
と
し
て
創
業 
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れ
、
再
び
密
航
し
て
本
土
へ
渡
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
。
運
よ
く 

渡
航
に
成
功
し
て
も
当
時
は
食
糧
統
制
下
で
米
も
配
給
制
だ
っ
た 

の
で
、
米
の
配
給
を
受
け
る
た
め
に
居
住
地
へ
の
住
民
登
録
が
必 

要
で
あ
っ
た
。
取
り
調
べ
の
後
確
か
な
身
元
引
き
受
け
人
が
い
て 

居
住
を
認
め
ら
れ
た
者
も
い
る
。 

 

「
奄
美
復
帰
史
」
に
は
、
南
日
本
新
聞
記
事
（
昭
和
二
十
一
年 

八
月
十
九
日
付
）
と
し
て
「
大
島
署
で
は
軍
政
府
の
闇
船
取
締
り 

に
関
す
る
方
針
に
則
り
、
六
月
下
旬
か
ら
七
月
末
ま
で
に
闇
船
八 

隻
を
摘
発
し
た
。
こ
れ
ら
の
闇
船
は
神
戸
・
大
阪
・
鹿
児
島
か
ら 

の
も
の
で
、
例
に
漏
れ
ず
黒
糖
を
狙
っ
て
忍
び
込
ん
で
き
た
も
の 

で
あ
る
。
そ
の
目
的
地
は
殆
ん
ど
笠
利
・
鎮
西
・
徳
之
島
・
沖
永 

良
部
方
面
で
あ
る
が
、
中
に
は
前
科
一
犯
の
鳴
戸
丸
が
再
び
徳
之 

島
の
花
徳
に
ま
い
込
み
、
遭
難
し
て
十
数
万
円
の
闇
物
資
を
積
ん 

だ
ま
ま
沈
没
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
故
も
あ
る
。
な
お
同
署
で 

は
こ
れ
ら
の
闇
船
を
引
続
き
厳
重
取
調
べ
中
で
あ
る
」
と
。 

 

さ
ら
に
、
昭
和
二
十
四
、
五
年
か
ら
は
琉
球
と
の
間
で
も
密
貿 

易
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
琉
球
の
米
軍
基
地
か
ら
横
流
し
さ 

れ
る
物
資
（
戦
果
品
と
言
っ
た
）
が
出
回
っ
た
。
ク
ロ
ロ
マ
イ
セ 

チ
ン
等
の
新
薬
か
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
・
せ
っ
け
ん
・
缶
詰
・
た
ば 

こ
・
衣
服
（
Ｈ
Ｂ
Ｔ
）・
メ
リ
ケ
ン
粉
の
空
袋
・
ト
タ
ン
・
釘
の 

      

に
乗
り
荷
物
を
積
み
込
み
闇
船
を
放
棄
し
て
上
陸
、
永
田
か
ら
一 

湊
港
ま
で
十
二
キ
ロ
の
道
を
歩
く
。
四
日
の
午
後
、
十
島
丸
（
三 

百
ト
ン
ぐ
ら
い
）
に
乗
船
し
夜
の
十
時
よ
う
や
く
鹿
児
島
に
上
陸 

し
た
。 

 

(三) 

海
の
事
故 

 

北
緯
三
十
度
線
で
分
離
さ
れ
て
か
ら
は
、
密
航
・
密
貿
易
船
が 

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
乗
り
捨
て
ら
れ
、
ま
た
は
検
挙
さ
れ
て
い
た
。 

そ
の
数
は
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
か
ら
一
年
間
に
四
十
隻
に
も 

上
っ
た
。
軍
政
府
は
こ
れ
ら
の
船
を
没
収
し
て
、
各
種
団
体
や
運 

送
業
者
等
に
払
い
下
げ
た
。
払
い
下
げ
船
は
、
木
造
機
帄
船
で
五 

十
～
六
十
ト
ン
の
中
古
船
や
老
朽
船
が
多
か
っ
た
が
、
船
舶
の
需 

要
が
急
速
に
増
加
し
た
の
で
そ
れ
ら
の
船
を
修
理
し
な
が
ら
運
行 

を
続
け
る
と
い
う
悪
条
件
下
に
お
か
れ
て
い
た
。 

 

沖
縄
と
の
交
流
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
船
も
定
員
超
過
や 

悪
天
候
運
行
を
強
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
勢
い
浸
水
・
破
損
・
沈 

没
・
座
礁
等
の
事
故
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

1
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
、
旧
正
月
近
く
沖
縄
か
ら
名
瀬
向
け
の 

 

機
帄
船
が
出
港
間
も
な
く
、
沿
岸
航
行
中
磯
波
を
受
け
て
転
覆 

 

し
三
十
数
名
が
死
亡
し
た
。 

日
用
品
か
ら
、
中
古
の
ジ
ー
プ
や
自
動
車
部
品
・
エ
ン
ジ
ン
、
中 

に
は
米
軍
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
抜
き
取
っ
て
持
ち
こ
ん 

だ
と
い
う
話
も
あ
る
。 

 

な
お
、
こ
れ
ら
の
闇
物
資
は
島
の
商
店
に
並
べ
ら
れ
た
り
、
あ 

る
い
は
闇
行
商
人
が
各
字
を
回
っ
て
売
り
あ
る
い
た
。 

 

こ
こ
で
二
、
三
の
本
土
密
航
者
の
航
跡
を
記
し
て
お
こ
う
。 

 

○
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日
、
和
歌
山
県
船
籍
の
ト
ロ
ー
ル
漁 

船
（
四
十
八
ト
ン
）
で
沖
泊
か
ら
四
十
三
人
脱
出
、
口
之
永
良
部 

島
を
経
て
六
月
十
七
日
、
和
歌
山
県
由
良
港
着
、
運
賃
は
黒
糖
一 

丁
（
六
十
キ
ロ
）
だ
っ
た
。 

 

○
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日
、
四
国
船
籍
の
漁
船
、
福
島
丸
（
十 

七
ト
ン
）
で
知
名
港
か
ら
夜
十
人
が
脱
出
（
漁
船
は
出
港
時
、
船 

名
の
標
札
を
取
り
外
し
、
北
緯
三
十
度
、
口
之
永
良
部
島
附
近
で 

そ
れ
を
取
り
つ
け
た
）。
二
十
八
日
朝
加
計
呂
麻
島
着
、
し
け
の 

た
め
一
泊
、
翌
日
沖
合
い
に
警
備
船
ら
し
き
船
が
見
え
た
の
で
急 

拠
出
港
。
二
十
九
日
焼
内
湾
へ
、
し
か
し
湾
内
に
摘
発
さ
れ
た
闇 

船
が
二
隻
繋け

い

留
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
地
元
青
年
が
教
え
て 

く
れ
た
の
で
別
の
場
所
へ
移
動
す
る
。
機
関
故
障
で
二
泊(

こ
の 

間
は
船
は
ア
ダ
ン
等
で
偽
装
し
て
い
た
）。
六
月
二
日
夜
屋
久
島 

沖
へ
到
着
船
員
が
泳
い
で
待
っ
て
い
た
漁
船
に
連
絡
。
全
員
そ
れ 

      

2
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
、
和
泉
丸
（
十
三
ト
ン
）
は
曽
津
高
崎 

 

灯
台
北
西
三
百
メ
ー
ト
ル
で
沈
没
。
死
者
行
方
不
明
計
五
名
。 

3
、
二
十
四
年
十
二
月
、
共
運
丸
（
四
十
ト
ン
）
は
、
名
瀬
か
ら 

 

沖
永
良
部
・
与
論
島
向
け
の
食
糧
を
満
載
し
て
小
米
港
に
到
着 

 

し
た
。 

 
 

沖
永
良
部
島
の
食
糧
を
下
し
て
夜
に
な
り
、
船
を
岸
壁
に
繋 

 

留
し
て
い
た
が
夜
半
に
浸
水
を
は
じ
め
、
与
論
向
け
の
米
八
十 

 

俵
を
積
ん
だ
ま
ま
沈
没
し
た
。 

4
、
二
十
六
年
十
一
月
、
二
代
目
和
泊
丸
（
十
九
ト
ン
）
は
、
名 

 

瀬
向
け
航
行
中
、与
路
島
沖
で
船
底
が
ぬ
け
て
浸
水
沈
没
し
た
。 

 

乗
客
、
船
員
三
十
四
名
中
十
七
名
が
死
亡
し
た
。 

5
、
二
十
七
年
、
台
風
の
た
め
和
泊
港
（
旧
桟
橋
）
に
避
難
中
の 

 

グ
リ
ー
ン
丸
（
二
十
ト
ン
）
が
高
波
で
奥
川
上
流
ま
で
打
ち
上 

 

げ
ら
れ
大
破
し
た
。 

6
、
昭
和
二
十
八
年
二
月
四
日
、
新
生
丸
（
木
造
十
八
・
五
ト
ン
、 

 

六
十
五
馬
力
）
事
故
が
お
こ
っ
た
。
そ
の
日
沖
縄
泊
港
に
は
旧 

 

正
月
で
帰
省
す
る
奄
美
の
人
た
ち
が
、
港
に
も
船
に
も
あ
ふ
れ 

 

出
し
て
い
た
。
旅
客
七
十
三
名
、
船
員
八
名
、
計
八
十
一
名
を 

 

乗
せ
て
沖
永
良
部
へ
航
行
中
、
小
米
港
ま
で
あ
と
二
十
分
の
所 

 

で
、追
い
波
が
船
尾
に
覆
い
か
ぶ
さ
り
瞬
時
に
し
て
沈
没
し
た
。 
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生
存
者
は
わ
ず
か
二
名
で
あ
る
。
定
員
オ
ー
バ
ー
と
悪
天
候
下 

 
の
無
理
な
運
行
が
原
因
だ
っ
た
。 

 

な
お
、
沖
永
良
部
で
は
新
生
丸
遭
難
者
救
援
対
策
委
員
会
（
会 

長
、
岡
本
経
良
知
名
町
長
・
副
会
長
、
東
仲
一
和
泊
町
長
）
を
つ 

く
り
、
遺
族
に
対
す
る
弔
慰
お
よ
び
救
援
対
策
を
講
じ
た
。
内
外 

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
募
金
総
額
は
九
万
二
千
六
百
二
十
四
円
六
十
銭 

（
Ｂ
券
）、
当
時
と
し
て
は
大
き
な
金
額
で
あ
っ
た
。 

                   

医
薬
品
や
生
活
必
需
品
、
復
航
（
奄
美
か
ら
鹿
児
島
へ
）
は
復
員 

将
兵
や
引
き
揚
げ
者
の
輸
送
を
認
め
る
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い 

た
。
船
舶
は
従
来
の
定
期
船
金
十
丸
お
よ
び
十
島
丸
、
木
浦
丸
が 

配
船
さ
れ
て
い
た
が
そ
れ
も
ま
た
条
件
が
つ
い
て
い
た
。 

 

す
な
わ
ち
、
十
島
丸
は
鹿
児
島
を
起
点
と
し
て
口
之
島
・
中
之 

島
・
諏
訪
之
瀬
島
・
宝
島
・
喜
界
島
・
徳
之
島
・
沖
永
良
部
島
・ 

与
論
島
へ
航
行
、
金
十
丸
お
よ
び
木
浦
丸
は
同
じ
く
鹿
児
島
、
古 

仁
屋
間
を
航
行
、
諸
島
へ
の
航
行
を
許
可
す
る
場
合
も
あ
る
が
、 

三
船
と
も
指
定
地
以
外
に
寄
港
す
る
こ
と
は
御
法
度
で
あ
っ
た
。 

 

待
望
の
第
一
船
十
島
丸
が
名
瀬
港
に
姿
を
見
せ
た
の
は
、
航
行 

許
可
が
あ
っ
て
か
ら
一
週
間
目
の
十
月
二
十
七
日
、
次
い
で
第
二 

船
金
十
丸
が
古
仁
屋
港
に
入
港
し
た
が
、
両
船
と
も
貨
物
を
陸
揚 

げ
し
た
だ
け
で
船
客
ら
し
い
者
は
一
人
も
乗
せ
て
お
ら
ず
、
出
迎 

え
た
島
人
た
ち
を
が
っ
か
り
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
復
航
は
復
員
将 

兵
や
一
般
人
で
満
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
十
月
中
旬
に
は
復
員
軍 

人
の
輸
送
に
特
別
輸
送
艦
も
配
備
さ
れ
、
古
仁
屋
港
に
集
ま
っ
て 

い
た
陸
海
軍
の
将
兵
五
百
数
十
名
は
二
十
一
日
博
多
港
に
上
陸
し 

た
。 

 

特
別
輸
送
は
こ
れ
を
第
一
船
と
し
て
、軍
艦
・
商
船
等
で
増
強
、 

指
定
航
海
の
分
散
送
還
も
あ
っ
て
十
二
月
初
旬
に
は
本
土
へ
の
帰 

 

(四) 

引
き
揚
げ
船 

 

奄
美
の
戦
後
処
理
上
ま
ず
第
一
に
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
こ
と
は
、
疎
開
者
や
挺
身
隊
な
ど
の
生
活
援
護
と
と
も
に
、
定 

期
航
路
の
再
開
で
あ
っ
た
。 

 

戦
時
中
に
奄
美
か
ら
本
土
へ
疎
開
し
た
者
は
、
県
の
手
続
き
を 

経
た
数
で
も
一
万
九
百
八
十
名
で
そ
の
う
ち
六
千
百
五
十
名
が
県 

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
他
に
自
由
疎
開
の
者
が
約
一
万
人
か
ら 

一
万
五
千
人
と
推
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
疎
開
者
は
鹿
児
島 

市
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
姶
良
・
日
置
・
薩
摩
・
伊
佐
・
曽
於
・ 

川
辺
・
出
水
・
肝
付
・
鹿
児
島
・
指
宿
お
よ
び
熊
毛
郡
の
各
地
に 

ま
た
が
っ
て
い
た
。 

 

そ
れ
が
終
戦
に
な
る
や
、
永
住
疎
開
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
者
が 

鹿
児
島
市
お
よ
び
そ
の
近
郊
に
移
動
し
帰
郷
の
船
待
ち
で
混
雑
し 

た
。
し
か
も
県
外
か
ら
の
疎
開
者
・
復
員
将
兵
・
徴
用
者
・
挺
身 

隊
等
に
ま
じ
っ
て
、
海
外
か
ら
の
引
き
揚
げ
者
も
日
を
追
っ
て
増 

え
て
い
き
、
そ
の
数
は
四
万
人
か
ら
五
万
人
と
推
定
さ
れ
た
。 

 

大
島
支
庁
で
は
、
本
土
・
奄
美
間
航
路
再
開
に
つ
い
て
強
く
そ 

の
筋
へ
要
望
、
十
月
二
十
日
よ
う
や
く
米
第
十
軍
か
ら
許
可
さ
れ 

た
。
し
か
し
、
航
路
許
可
に
は
往
航
（
鹿
児
島
か
ら
奄
美
へ
）
は 

      

還
を
終
わ
っ
た
。 

 

一
方
、
本
土
か
ら
の
奄
美
向
け
引
き
揚
げ
者
送
還
は
、
昭
和
二 

十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
、
金
十
丸
の
往
航
に
初
め
て
乗
船
が
許 

さ
れ
、
疎
開
者
や
挺
身
隊
な
ど
の
一
陣
が
帰
っ
て
き
た
。
こ
れ
を 

皮
切
り
に
収
容
所
に
滞
留
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
た
者
も
逐 

次
郷
土
入
り
と
な
っ
た
が
、
な
か
に
は
送
還
を
待
ち
き
れ
ず
小
型 

帄
船
で
七
島
灘
越
え
を
決
行
し
、
航
行
中
行
方
不
明
に
な
る
悲
し 

い
事
故
も
発
生
し
た
。
な
お
、
沖
永
良
部
へ
の
帰
還
者
は
名
瀬
港 

お
よ
び
古
仁
屋
港
か
ら
は
小
型
帄
船
に
乗
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
。 

 

ま
た
、
鹿
児
島
市
で
長
期
滞
留
を
強
い
ら
れ
て
い
た
引
き
揚
げ 

者
が
早
く
郷
土
へ
帰
り
た
い
と
、米
軍
政
官
に
あ
て
た
嘆
願
書（
原 

文
）
が
あ
る
。 

 

「
目
ト
鼻
ト
ノ
間
位
ノ
近
距
離
迄
来
テ
、
鹿
児
島
デ
死
ヌ
ヨ
リ 

ハ
、
郷
土
迄
辿
リ
ツ
イ
テ
死
ニ
度
イ
ト
叫
ン
デ
居
リ
マ
ス
。
食
糧 

関
係
ノ
ミ
ノ
コ
ト
デ
シ
タ
ラ
、
早
ク
帰
シ
テ
、
増
産
ニ
努
力
サ
セ 

テ
下
サ
イ
。
ソ
レ
以
外
ノ
事
情
デ
引
止
メ
テ
オ
カ
レ
ル
モ
ノ
デ
シ 

タ
ラ
、
吾
々
引
揚
民
一
生
ヲ
保
テ
ル
ダ
ケ
ノ
コ
ト
ハ
御
取
計
ラ
ヒ 

下
サ
イ
。
堪
エ
難
キ
苦
痛
、
軽
蔑
嗚
呼
一
日
モ
早
ク
郷
里
ニ
帰
リ 

タ
イ
。
御
助
ケ
下
サ
イ
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

928 929 



 
以
上
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
米
軍
統
治
下
の
奄
美
の 

海
上
交
通
は
き
わ
め
て
厳
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

二 
陸
上
交
通 

 

終
戦
時
、
沖
永
良
部
で
自
動
車
を
所
持
し
て
い
る
者
は
い
な 

か
っ
た
。し
か
し
、敗
戦
に
め
げ
ず
島
の
再
興
を
志
す
人
た
ち
は
、 

い
ち
早
く
交
通
改
善
に
取
り
組
ん
だ
。 

 

昭
和
二
十
年
十
月
、
和
の
前
久
茂
氏
は
越
山
駐
屯
の
旧
日
本
軍 

か
ら
ト
ラ
ッ
ク
（
四
、
五
ト
ン
）
一
台
を
譲
り
受
け
和
泊
―
田
皆 

間
に
貨
客
を
乗
せ
て
走
ら
せ
た
。
ま
た
、
徳
之
島
の
旧
日
本
軍
か 

ら
も
一
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
三
台
の
払
い
下
げ
を
受
け
た
が
、
そ
の
ま 

ま
走
れ
る
車
両
は
な
く
、
方
々
か
ら
部
品
を
か
き
集
め
て
、
し
か 

も
自
分
た
ち
で
修
理
し
て
ど
う
に
か
走
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ 

た
。 

 

な
お
同
じ
徳
之
島
の
部
隊
か
ら
、
農
業
会
に
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
が 

割
り
当
て
ら
れ
使
用
し
た
。
知
名
農
協
の
前
田
与
名
安
氏
は
昭
和 

二
十
三
年
に
日
産
ト
ラ
ッ
ク
を
知
名
農
協
に
入
れ
た
が
、
当
時
は 

軍
政
府
の
許
可
が
必
要
で
、
し
か
も
個
人
で
の
商
売
は
ま
か
り
な 

ら
ん
と
い
う
こ
と
で
、
和
泊
は
永
吉
実
定
組
合
長
、
知
名
は
江
里 

       

組
合
長 

前
久
茂
、
副
組
合
長 

江
里
直
哉
、
理
事 

山
内
大 

 

武
・
前
田
与
名
安
、
監
事 

永
吉
実
定
・
新
村
吉
光 

 

組
合
員
＝
和
泊
町
農
業
会
ト
ラ
ッ
ク
・
知
名
町
農
業
会
ト
ラ
ッ 

 
 
 
 
 

ク
・
沖
永
良
部
産
業
合
資
会
社
ト
ラ
ッ
ク
・
東
光
明 

 
 
 
 
 

ト
ラ
ッ
ク
・
新
村
吉
光
ト
ラ
ッ
ク
・
沖
貞
助
ト
ラ
ッ 

 
 
 
 
 

ク
・
東
仲
一
ハ
イ
ヤ
ー
・
和
中
秀
オ
ー
ト
三
輪
車
・ 

 
 
 
 
 

沖
久
末
秀
小
型
四
輪
車 

 

当
時
の
道
路
は
、
道
幅
が
狭
く
（
二
間
）、
そ
の
上
戦
争
等
で 

維
持
管
理
も
悪
く
、
ほ
ん
と
の
オ
ン
ボ
ロ
道
で
特
に
雤
後
は
大
変 

で
あ
っ
た
。
特
に
和
の
長

畠

ナ
ガ
バ
ツ
テ

・
石
橋
の
坂
・
片
平
山
な
ど
ス
リ
ッ 

プ
し
た
り
、
め
り
込
ん
だ
り
、
皆
で
押
し
た
り
、
他
の
車
に
引
っ 

ぱ
ら
せ
た
り
、
あ
る
い
は
積
み
荷
を
全
部
降
ろ
し
て
車
を
動
か
し 

て
か
ら
、
ま
た
荷
を
積
ん
だ
り
、
タ
イ
ヤ
の
下
に
木
の
枝
を
敷
い 

た
り
、
最
悪
の
場
合
は
天
気
が
よ
く
な
る
ま
で
そ
の
ま
ま
放
置
す 

る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

瀬
名
・
永
嶺
・
谷
山
な
ど
は
雤
あ
と
に
車
を
乗
り
入
れ
る
と
出 

れ
な
い
と
い
っ
て
皆
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。 

 

な
お
、
道
幅
が
狭
か
っ
た
の
で
車
が
行
き
合
う
と
き
は
、
広
い 

場
所
で
待
避
し
た
り
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
バ
ッ
ク
し
た
り
し 

て
い
た
。 

眞
哉
組
合
長
を
代
表
に
し
て
営
業
を
始
め
た
。 

 

そ
の
こ
ろ
放
置
さ
れ
て
い
た
米
軍
の
ポ
ン
コ
ツ
車
を
拾
い
集
め 

て
組
み
立
て
た
改
造
ジ
ー
プ
が
島
内
を
走
っ
て
い
た
。（
沖
縄
に 

米
軍
が
捨
て
て
あ
っ
た
ジ
ー
プ
を
集
め
て
島
へ
持
ち
帰
り
、
商
売 

し
て
い
る
人
も
い
た
。） 

 

和
泊
で
は
、
和
中
秀
氏
ら
が
改
造
ジ
ー
プ
で
和
泊
―
知
名
間
を 

走
っ
て
い
た
が
、
改
造
ジ
ー
プ
の
こ
と
を
ソ
ー
ミ
ン
箱
自
動
車
と 

も
言
っ
て
い
た
。 

 

昭
和
二
十
一
年
、
前
久
茂
氏
が
中
心
に
な
っ
て
沖
永
良
部
自
動 

車
組
合
を
発
足
さ
せ
た
。 

                

○
自
動
車
行
政 

 

昭
和
二
十
年
、
米
軍
政
府
は
、
日
本
の
旧
法
を
適
用
す
る
こ
と 

を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
二
十
二
年
五
月
、
政
府
機
構
が
改
め 

ら
れ
て
郡
島
政
府
直
営
の
自
動
車
が
経
営
さ
れ
、
Ｇ
Ｍ
Ｃ
車
十
台 

が
配
車
さ
れ
た
。
十
二
月
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
は
配
給
制
に
な
り
、
対 

象
車
両
は
七
十
九
台
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
三
年
十
月
、
企
業
免
許
の
件
が
指
令
さ
れ
運
送
事
業 

の
免
許
が
簡
易
化
さ
れ
た
の
で
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
運
送
業
者
が 

続
出
し
、
旧
日
本
軍
の
遺
棄
車
両
や
沖
縄
か
ら
手
に
入
れ
た
米
軍 

廃
車
の
改
造
な
ど
が
活
発
に
な
っ
て
車
両
は
急
激
に
増
加
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
民
間
経
済
の
活
発
な
動
き
に
伴
い
、
昭
和
二
十
四 

年
十
一
月
新
陸
運
政
策
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
運
輸
管
理
の
政 

府
移
管
と
自
動
車
運
送
、
登
録
・
検
査
に
つ
い
て
の
立
法
お
よ
び 

ガ
リ
オ
ア
資
金
に
よ
る
新
車
発
注
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。 

 

続
い
て
十
二
月
に
は
、
旧
日
本
軍
の
遺
棄
車
両
の
財
産
権
が
車 

を
使
っ
て
い
る
人
の
物
と
し
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
五
年
六
月
に
戦
後
初
め
て
新
車
ト
ラ
ッ
ク
十
五
台
が 

入
荷
し
た
。 

 

そ
し
て
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
奄
美
群
島
政
府
が
発
足
、
二
十 
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六
年
四
月
琉
球
臨
時
中
央
政
府
運
輸
局
設
置
法
の
制
定
で
、
運
輸 

局
奄
美
支
局
が
設
け
ら
れ
、
陸
運
行
政
は
当
分
の
間
沖
縄
群
島
陸 

運
条
例
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
九
月
、
今
ま
で
の
奄
美
群 

島
政
府
は
奄
美
地
方
庁
と
な
り
、
運
輸
局
奄
美
支
局
は
経
済
局
運 

輸
係
に
な
っ
た
。 

 

旧
日
本
軍
の
遺
棄
車
両
の
登
録
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
六 

月
、
奄
美
群
島
自
動
車
登
録
条
例
が
出
さ
れ
、
持
っ
て
い
る
自
動 

車
が
「
正
当
な
権
限
に
基
づ
い
て
所
有
し
て
い
る
」
と
認
め
ら
れ 

た
も
の
に
つ
い
て
登
録
が
な
さ
れ
た
。 

 

ま
た
、
米
軍
廃
車
の
改
造
組
立
車
両
お
よ
び
与
論
島
に
座
礁
し 

た
Ｌ
Ｓ
Ｔ
の
援
助
物
資
か
ら
手
に
入
れ
た
改
造
組
立
車
両
に
つ
い 

て
は
、
特
に
指
示
が
な
く
そ
の
車
両
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
奄
美 

群
島
以
外
へ
の
運
転
地
変
更
を
認
め
な
い
。
本
土
か
ら
の
輸
入
車 

両
に
つ
い
て
は
Ｌ
／
Ｃ
契
約
証
明
に
よ
っ
て
登
録
し
て
い
る
。
奄 

美
の
車
両
状
況
は
昭
和
二
十
五
年
に
日
本
か
ら
輸
入
し
た
貨
物
自 

動
車
十
五
台
と
、
小
型
車
十
九
台
、
そ
れ
に
二
十
八
年
七
月
に
入 

荷
し
た
バ
ス
二
十
一
台
が
ま
と
も
な
も
の
で
、
そ
の
他
は
前
述
の 

改
造
車
が
ほ
と
ん
ど
で
ス
ク
ラ
ッ
プ
同
然
で
あ
っ
た
。（
奄
美
の 

自
動
車
史
） 

       

○
昭
和
二
十
二
年
二
月
、
戦
時
中
制
限
さ
れ
て
い
た
小
包
郵
便
物 

取
り
扱
い
再
開
さ
れ
る
。 

 

七
月
、
古
里
郵
便
局
で
郵
便
集
配
事
業
を
開
始
す
る
。 

○
昭
和
二
十
五
年
十
月
、
臨
時
北
部
南
西
諸
島
か
ら
分
離
し
、
沖 

縄
の
琉
球
郵
政
庁
の
指
揮
監
督
下
に
入
っ
た
。 

 

十
一
月
二
十
五
日
、
奄
美
群
島
政
府
の
設
置
に
伴
い
、
琉
球
政 

府
の
監
督
を
離
れ
、
群
島
政
府
の
監
督
下
に
入
っ
た
。 

○
昭
和
二
十
六
年
四
月
、
古
里
郵
便
局
集
配
業
務
を
廃
止
。 

 

十
二
月
、
二
代
古
里
郵
便
局
長
に
西
武
彦
氏
就
任
。 

○
昭
和
二
十
七
年
四
月
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
（
軍
政
か
ら
民 

政
に
移
管
）
布
告
第
十
三
号
に
よ
り
琉
球
政
府
が
発
足
し
、
そ
の 

行
政
枞
内
に
入
る
。 

 

九
月
、古
里
郵
便
局
は
、内
城
校
区
民
の
要
望
で
内
城
へ
移
転
、 

内
城
郵
便
局
と
な
り
同
時
に
電
話
交
換
業
務
を
開
始
し
た
。 

○
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
日
本
復
帰
。
群
島
内
の
通 

信
官
署
は
熊
本
逓
信
局
の
管
轄
と
な
る
。 

 

(三) 

親
子
ラ
ジ
オ 

 

昭
和
二
十
五
年
、
手
々
名
知
の
源
英
蔵
氏
ら
有
志
に
よ
っ
て
和 

泊
有
線
放
送
社
が
現「
中
村
こ
ん
に
ゃ
く
店
」敷
地
に
設
立
さ
れ
、 

三 

通
信 

 

(一) 

歴
史
的
な
二
・
二
宣
言 

 

昭
和
二
十
一
年
二
月
二
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
軍
司
令
部
）
か
ら 

北
緯
三
十
度
以
南
の
琉
球
・
奄
美
大
島
を
含
む
南
西
諸
島
を
日
本 

の
領
土
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
日
本
政
府
へ
の
指
令
で
あ
る
。
こ 

の
指
令
で
、
奄
美
の
通
信
も
種
々
変
転
し
た
。 

 

(二) 

経
過 

○
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
三
日
、
大
島
支
庁
内
に
米
国
海
軍
軍
政 

本
部
が
開
庁
さ
れ
、
軍
政
府
の
行
政
下
に
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に 

な
っ
た
。 

 

三
月
十
六
日
、
大
島
郡
の
全
統
治
権
能
お
よ
び
活
動
は
、
大
島 

支
庁
長
の
行
政
権
内
に
お
か
れ
、
郵
便
・
電
気
・
通
信
の
各
現
場 

機
関
は
大
島
支
庁
通
信
部
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ 

た
。 

 

十
月
三
日
、大
島
支
庁
の
名
称
を「
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
」 

と
改
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

      

町
内
全
域
に
親
子
ラ
ジ
オ
が
取
り
付
け
ら
れ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ 

オ
中
継
は
も
と
よ
り
町
内
の
各
種
情
報
が
伝
達
さ
れ
町
の
発
展
に 

大
き
く
貢
献
し
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
後
次
第
に
各
家
庭
に
ラ
ジ
オ
が
普
及
し
、
ま
た 

昭
和
三
十
九
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
に
テ
レ
ビ
が
普
及 

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
契
約
戸
数
が
六
百
戸
か
ら
八
十
戸
程
度 

と
激
減
し
た
た
め
昭
和
四
十
年
に
閉
鎖
し
た
。 

 

山
か
ら
切
り
出
し
た
ば
か
り
の
小
さ
な
丸
太
柱
に
張
ら
れ
た
鉄 

線
は
、
台
風
の
都
度
柱
の
倒
壊
や
断
線
な
ど
の
被
害
が
続
出
し
、 

そ
の
復
旧
作
業
も
大
変
な
苦
労
で
あ
っ
た
。 

 

(四) 

そ
の
他 

 

こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
、ホ
ラ
貝
は
、広
く
活
用
さ
れ
て
い
た
。 

町
か
ら
町
民
へ
の
示
達
事
項
は
、
区
長
会
が
定
期
的
に
開
か
れ
こ 

れ
を
受
け
て
字
常
会
・
組
常
会
・
団
会
・
婦
人
会
等
の
会
合
が
多 

く
開
か
れ
て
い
た
。
住
民
へ
の
連
絡
は
区
長
か
ら
使
丁
→
組
長
→ 

隣
保
班（
五
～
十
戸
で
組
織
）長
を
通
し
て
各
戸
へ
知
ら
さ
れ
た
。 

そ
し
て
夕
方
に
な
る
と
使
丁
が
ホ
ラ
貝
を
持
っ
て
字
の
高
台
に
上 

り
、
長
声
・
短
声
な
ど
で
集
会
・
道
普
請
等
の
合
図
を
し
て
い
た
。 
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○
注
意
報
・
警
報
を
和
泊
・
知
名
両
町
に
通
報
。 

○
六
時
の
気
象
無
線
通
報
を
受
信
し
て
中
型
天
気
図
作
成
。 

○
特
区
予
報
を
十
二
時
に
名
瀬
測
候
所
へ
通
報
し
、
名
瀬
測
候
所 

 

の
予
報
は
九
時
・
午
後
三
時
に
受
領
（
三
十
六
年
）。 

○
無
線
模
写
は
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
）
に
よ
る
天
気
図
受
電
を
開
始 

 

（
三
十
八
年
四
月
）。 

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
徳
之
島
・
沖
永
良
部
地
方
の
天
気
予
報
発
表
開
始
。 

 

六
時
・
十
二
時
・
午
後
九
時
は
鹿
児
島
で
、
九
時
・
午
後
六
時 

 

は
名
瀬
で
予
報
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
る
（
四
十
一
年
八
月
）。 

○
府
県
統
合
予
報
の
た
め
の
天
気
実
況
を
鹿
児
島
に
通
報
（
四
十 

 

六
年
二
月
）。 

○
沖
永
良
部
空
港
の
開
港
に
伴
い
空
港
に
移
転
す
る
（
四
十
四
年 

 

四
月
）。 

       

四 

沖
永
良
部
測
候
所 

 

昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
、
知
名
に
設
置
さ
れ
た
。（
初 

代
所
長
重
村
康
雄
）、
中
央
気
象
台
で
は
昭
和
十
七
年
ご
ろ
か
ら 

名
瀬
と
那
覇
の
間
に
測
候
所
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
が
、
戦
争
中 

の
こ
と
で
放
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

二
十
七
年
知
名
公
民
館
の
一
部
が
測
候
所
に
当
て
ら
れ
、
名
瀬 

測
候
所
か
ら
職
員
が
派
遣
さ
れ
て
臨
時
気
象
観
測
所
が
発
足
し 

た
。
そ
の
時
の
観
測
は
午
前
九
時
・
午
後
三
時
・
九
時
の
一
日
三 

回
で
天
気
図
も
手
書
き
で
あ
っ
た
。 

 

十
月
二
十
三
日
、
向
田
神
社
前
に
新
庁
舎
が
で
き
て
開
庁
式
が 

行
わ
れ
た
。開
庁
式
と
同
時
に
琉
球
政
府
は
測
候
所
設
立
を
公
示
、 

職
員
四
名
で
観
測
に
当
た
り
、
観
測
回
数
も
八
回
に
な
り
、
天
気 

図
も
電
送
と
な
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
日
本
復
帰
で
従
来
の
「
琉 

球
気
象
台
沖
永
良
部
測
候
所
」
を
「
沖
永
良
部
測
候
所
」
と
改
称 

し
た
。 

 
 
 

予
報
業
務
の
経
緯 

○
ラ
ジ
オ
天
気
図
を
作
成
し
て
一
般
天
気
予
報
を
十
時
に
発
表
。 
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